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次期学習指導要領では，単に知識の習得だけではなく，習得・活用・探究の学習プロセスの中で，

問題の発見・解決を念頭に学習することの重要性が求められている．次期学習指導要領の情報Ⅱにお

いて，内容にデータサイエンスが含まれる．その一分野としての機械学習について現行の「情報の科

学」において実践し，生徒が習得のみにとどまらず，活用・探究できるよう工夫した．その授業実践

を報告する．	

 
１．はじめに  
近年，人工知能技術の発展がめざましく，世の

中の関心も高くなっている．	

また，次期学習指導要領が本年 3月に公示され，

情報科においては「情報Ⅰ」・「情報Ⅱ」に科目構

成が変わることになった(1)．このうち「情報Ⅱ」

の単元として「データサイエンス」が新設される．

この「データサイエンス」の一分野である機械学

習に着目し，著者の勤務校で授業実践を行った．	

次期学習指導要領改定に向けた中教審答申では，

「習得・活用・探究という学びの過程において（中

略）新たな資質・能力が育まれる」(2)とし，その

ような学習過程の重要性が述べられている．本研

究では，習得・活用・探究へと発展的に学ぶこと

により，特に問題発見での効果が上がることの検

証を目的に授業実践を行った．	

 
２．授業実践の背景  
2.1 社会の状況  
近年，人工知能技術が急速に向上し，特に将棋

や囲碁といった分野ではトップ棋士を凌ぐまでに

なった．また，一般向けに AI スピーカーなど人工

知能を謳う商品が開発・販売されている．	

このような背景の中で，専門家以外でもある程

度の仕組みを理解し，適切に扱うことが求められ

る．そのため，将来的にさらに人工知能技術が発

達する中で生活することになる高校生を対象に，

必履修科目「情報の科学」で指導する意義がある

と考え，本実践を計画した．	

	

2.2 初等中等教育における状況  
2017年3月に小学校および中学校の学習指導要

領の改定が行われた(3)．改定理由の一つとして人

工知能による社会の変化が挙げられている．社会

の変化に対応するために統計分野の必要性が議論

され，情報科においては「データサイエンス」の

単元が新設された． 
さらに，学び方についても知識・理解だけでな

く，思考力・判断力・表現力や学びに向かう姿勢

についても育成する資質として示された．情報科

においては，このような資質・能力を育成するた

めに，問題解決のプロセスによる学習が示されて

いる(2)．このプロセスに基づいて，学習を活用・

探究に発展させることが重要である． 
 

３．授業実践について  
3.1 授業内容の設定  
データサイエンスの分野には，統計，データマ

イニング，機械学習，人工知能などが含まれる．

本実践では，単に知識・理解の習得にとどめず，

その知識を活用し，さらには探究につなげる取り

組みとして計画した．その際に配慮した観点は表

1 のとおりである．その観点を満たす学習内容と
して，自然言語を対象として扱うことができる単

純ベイズ分類器を設定することにした．関連する

学習内容として，形態素解析，tf-idfも合わせて内
容に含めた．また，多少ブラックボックスにはな

るが，単純ベイズ分類器の理解に結びつくため，

データの可視化手法としてWord Cloudを用いた． 
 

表１ 活用・探究につなげるための配慮した観点 
①	 ブラックボックス化せず仕組みがわかる． 
②	 他教科の内容は高等学校の範囲内である． 
③	 データの収集が容易である． 
④	 問題となる事項とデータの関連がわかる． 
⑤	 多様な問題への適用が可能である． 
 
3.2 知識・理解を習得する授業  
	 自然言語処理やデータサイエンスについての知

識を学び理解する授業を一連の学習のはじめに実

施した(4)．学習内容は，表 2 のとおりである．知
識・理解を重点に実施した授業の形態として一斉

授業で実践した．形態素解析では，国語で学習す

る文の構造と関連して説明した．また，Web上で
形態素解析をさせ，さらに Python のプログラム
を配布して，プログラム中の変数に直接文章を代

入してコンピュータを用いた形態素解析を経験さ



せた．辞書は標準のものを使用したため，特に固

有名詞は途中で分割されることも経験させた． 
	 次に，tf-idfを説明した．「いちご」「りんご」「キ
ウィ」の 3 つの果物を題材にそれぞれを表す単語
を与え，手作業で値を計算させ，特徴語の抽出方

法について説明した．あわせて，可視化の方法と

してWord Cloudをプログラムを配布し，それを
用いて作成させた． 
	 単純ベイズ分類器を指導するにあたり，数学で

学ぶ条件付き確率をもとに，ベイズの定理につい

て説明した．また，tf-idfで用いた果物について同
じ単語を用いて，単純ベイズ分類器の仕組みにつ

いて説明し，紙面上で計算させ，分類の仕組みを

説明した． 
 

表 2 本実践での授業 

習得 

1時間 形態素解析 

2~3時間 tf-idfによる特徴語抽出 
Word Cloudによる特徴語の可視化 

4~6時間 ベイズの定理・単純ベイズ分類器 

活用 7~12時間 グループでの問題解決 
13時間 グループの成果の発表 

探究 14時間 探究的に向けた問題発見・振り返り 
 
3.3 習得したことを活用する授業  
	 3.2 節で示した機械学習や自然言語処理を活用
するための授業として，それらを活用して問題解

決をグループで検討する授業を行った．生徒に提

示した課題は，「tf-idf と単純ベイズ分類器を，社
会における問題発見や解決への用い方を考えて，

社会における問題解決を提案」するものである． 
	 本授業による生徒の効果を測るために，最初は

生徒個人で tf-idf や単純ベイズ分類器の適用場面
を考えさせた．適用場面を考えられた生徒の割合

を表 3 の「活用前」の項に示すが，はじめから適
用場面を考えられない生徒が多いことがわかる． 
	 次に，個人で考えたことを持ち寄りグループで

適用場面を考えさせた．ここでは，他者と意見交

換することで実現可能性や問題解決への有用性が

わかり，比較的スムースに適用場面を見つけるこ

とができた．問題解決のテーマとして生徒が考え

たものとして，「観光地の活性化」「ペットの選び

方」「商品販売における差別化」など多彩に決定さ

れた． 
	 問題解決のテーマが決まった後は，処理する文

章の収集・整形，コンピュータが算出し求めた特

徴語の分析，単純ベイズ分類器が算出する答えを

予測し機械学習の精度の評価などを行い，tf-idf
を用いた特徴語抽出や機械学習をどのように問題

解決に用いるかについての提案を発表した．図 1
に生徒が提案に用いた資料を示す． 

図１ 生徒の成果物 
 
3.3 活用した経験を活かして探究する授業  
ここまでで習得し活用した学習内容をもとに，

探究させる授業を展開したいと考えた．しかし，

授業時間の制約があり，一連の問題解決の流れを

行うことができないため，生徒個人に「自分の進

路と関連づけて，tf-idfおよび単純ベイズ分類器を
どのように用いることが可能か検討しなさい」と

の問いに回答させた．結果は表 3 の「活用後」に
示す． 
 
表 3 学習内容を適用できる問題を発見できる割合 

問題発見の段階 活用前 活用後 
問題の有用性などを踏まえて発見できる 8.3% 41.7% 
自分自身で問題を発見できる 38.9% 44.4% 
発見できない・他者の意見を真似て書いた 52.8% 13.9% 
 
４．考察  
表 3 の活用前と活用後とを比較から，問題解決

のプロセスを経験することにより，生徒は具体的

に生徒自身の文脈の中で学習成果を用いて探究に

向かうための考えを持つことができると考えられ

る．単に知識を習得するだけではなく，習得した

知識を活用する経験が探究に結び付けるためには

必要と考えられる． 
活用を経験することで，問題発見がより発見で

きるようになったのは，経験により表 1 の③集め
られるデータがどのようなものかがわかり，④デ

ータと問題の関連がわかり，①仕組みがわかるこ

とを一連の流れとして経験できたことによると考

えられる． 
 
５．おわりに  
	 次期学習指導要領では，事象の中から自ら問い

を見いだし課題を探究する深い学びが求められて

いる．単に知識を習得するだけではなく，現実に

即した場面での知識の活用により，深い学びにつ

なげられると考えられる． 
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